
２月９日 ㈰

東京都知事選挙東京都知事選挙東京都知事選挙
午前７時～午後８時午前７時～午後８時午前７時～午後８時

選挙すべき数　東京都知事１人

　この選挙は、私たちが住む東京の将来に希望
を託す重要な選挙です。必ず投票しましょう。

【担当課】　選挙管理委員会事務局
　　　　　☎5654-8493～6

区ホームページ
http://www.city.katsushika.lg.jp

はなしょうぶコール
午前８時～午後８時　年中無休

☎６７５８－２２２２
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期日前・不在者投票場所 時間／午前８時３０分～午後８時
お住まいの地域にかかわらず、どの会場でも投票できます。

期日前・不在者投票場所（所在地）

区役所１階正面玄関（立石５‐１３‐１）

堀切地区センター（堀切３‐８‐５）

亀有地区センター（亀有３‐２６‐１イトーヨーカドー駅前店７階）

新小岩北地区センター（東新小岩６‐２１‐１）

高砂地区センター（高砂３‐１‐３９）

金町地区センター（東金町１‐２２‐１）

西水元地区センター（西水元５‐３‐１‐１０１）

車でおいでになる方は、区役所をご利用ください。

期間

１／２４�～
２／８�

２／２�～８�

平成６年２月１０日までに生まれた
日本国民で、平成２５年１０月２２日ま
でに、�飾区に転入の届け出をし、
選挙人名簿に登録されている方

�飾区で投票
できる方

投票

都内の他区市町村か
ら転入してきた方は、
前住所地で投票でき
る場合があります。
前住所地の選挙管理
委員会に問い合わせ
てください。

左の条件に全て該当
する方は、�飾区で
投票できます。

転居後の投票所

転居前の投票所

注意・条件など

１０月２３日以降に転入
の届け出をした

▽�飾区の選挙人名簿
に登録されている

▽１０月２３日以降に転出
先に転入の届け出を
した

▽都内の他区市町村に
１回限り住所を変更
して引き続き住んで
いる

▽新住所の住民票の写
しなど（選挙用は無
料）を持参

１月６日までに転居
の届け出をした

１月７日以降に転居
の届け出をした

�飾区に転入した方

�飾区から転出した方
（都内に限る）

�飾区内で住所を移
した方

１月２３日�ごろから、世帯ごと
に封書でお送りします。対象者全
員分の「選挙のお知らせ」が入って
います。届かない場合や紛失した
場合でも、選挙人名簿に登録され
ていれば投票できますので、投票
所でお申し出ください。
投票所へ車での来所はご遠慮く

ださい。

投票所には
「選挙のお知らせ」
を忘れずに

………………………………候候補補者者をを選選ぶぶたためめにに ………………………………

●かつしか教育プラン２０１４

を策定しました……４面

●堀切大凧揚げ大会…８面

●農業体験農園の利用者を

募集します …………８面

期日前投票
投票日に仕事・旅行・病気・レジャーなどで投票所へ行

けない方は期日前投票ができます
「選挙のお知らせ」裏面または期日前投票所備え付けの「期
日前（不在者）投票宣誓書（兼請求書）」を記入してください。
区ホームページ（トップ→区政情報→選挙→東京都知事選

挙→投票日当日に投票所へ行けない方（期日前投票・不在者
投票））からも取り出せます。
期日前投票を行う日に１９歳の方は、その場で不在者投票を

することができます。

不在者投票

▽�飾区外で投票する方
出張などで区外（国内）に滞在中の方は、滞在地の選挙管

理委員会の指定する場所で不在者投票ができます。
「選挙のお知らせ」裏面、または区ホームページから取り
出した「期日前（不在者）投票宣誓書（兼請求書）」を記入し、
�飾区選挙管理委員会に投票用紙などを請求してください。

▽入院または福祉施設などに入所している方
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や施設で不在者

投票ができます。病院や施設へお問い合わせください。

▽身体の重い障害などで外出が困難な方
自宅で投票（郵便等投票）ができます。「郵便等投票証明

書」が必要ですので事前にお問い合わせください。すでにお
持ちの方は、２月５日�午後５時までに投票用紙などを請
求してください。

住所を変更した方

選選挙挙公公報報
２月７日�までに全戸配布します。地区センター、区内各駅

の広報スタンドにも備えます。
音声版を希望する方は、選挙管理委員会事務局へご連絡くだ

さい。
公公営営ポポススタターー掲掲示示場場
区内４３２カ所に設置します。掲示板が壊れていたり、ポスター

が破れていたら、選挙管理委員会事務局へご連絡ください。

人 口 ４４８，１８６人（男２２４，４２９人 女２２３，７５７人）
世帯数 ２１５，４７２世帯 （平成２６年１月１日現在）

２月９日�に投票所へ行けない方


